
厚生労働省発表「特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧」より、

前回配信分（令和3年7月5日更新）から今回（令和3年8月16日更新）までに変更された薬剤を抜粋しております。

【ハイリスク薬に指定されたもの】

内服 622867601 タズベリク錠２００ｍｇ ○
内服 622869901 ツイミーグ錠５００ｍｇ ○
内服 622871601 ハイヤスタ錠１０ｍｇ ○
注射 622062105 ゲムシタビン点滴静注用２００ｍｇ「ＮＩＧ」 ○
注射 622062205 ゲムシタビン点滴静注用１ｇ「ＮＩＧ」 ○
注射 622342603 ゾレドロン酸点滴静注４ｍｇ／５ｍＬ「ＮＩＧ」 ○
注射 622870001 ルタテラ静注　７．４ＧＢｑ２５ｍＬ ○
注射 629700801 デリタクト注　１ｍＬ ○
注射 629916001 ユニツキシン点滴静注１７．５ｍｇ／５ｍＬ ○
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